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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
★三八畜産衛生協議会

平成２９年３月２４日、宮城県と千葉県で国内今シーズン１１、１２件

目となる高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。

国内では野鳥において依然として本病ウイルスが検出されており、

本病での発生リスクが極めて高い状況となっています。

本病を発生させないため、防鳥ネットや家きん舎の壁面、屋根との

隙間を点検し修繕するなど、飼養衛生管理基準を遵守するようお願い

します。また、消石灰を散布するなど、消毒を徹底して下さい。

宮城県と千葉県で高病原性
鳥インフルエンザが発生！

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５ ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８
土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４

毎日飼養家きんの健康観察を行い、次のような異状が見ら

れたら直ちに家畜保健衛生所に連絡してください！

・突然死亡する、死亡率が急激に上がる

・産卵率が低下する

・せき、くしゃみ、神経症状（動きがおかしい）

・家きんがまとまって死亡、またはうずくまっている

・肉冠の出血、壊死

・顔面の浮腫、脚部皮下の出血

肉冠の出血・壊死 顔面の浮腫性腫脹 脚部皮下の出血
（出典：農研機構ＨＰ）




